
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ．８９４ 
２０１４年４月６日 
電話 ３２８－２６５６ 
FAX ３５９－５０４７ 

熊本市中央区手取本町１-１ 3 階 
   

メール：kumamsu@gamma.ocn.ne.jp 
HP：http://www.jcp-kumamoto.com/ 
 

 

（
控
室
か
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「
消
費
税
増
税
」
に
怒
り
の
声 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

な
す
ま
ど
か 

消
費
税
増
税
を
強
行
し
た
安
倍
政
権
。「
年
金
が
減
ら

さ
れ
る
な
か
で
、
こ
れ
以
上
の
負
担
は
耐
え
ら
れ
な
い
」

「
食
事
を
減
ら
す
し
か
な
い
」
な
ど
、
低
所
得
者
ほ
ど

負
担
割
合
の
重
い
消
費
税
に
怒
り
の
声
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
一
つ
１
０
０
円
―
朝
早
く
か
ら
仕
込
み
を
お

こ
な
い
、
饅
頭
を
販
売
し
て
い
る
業
者
の
方
も
、「
価
格

に
増
税
分
を
上
乗
せ
で
き
ま
せ
ん
。
身
銭
を
切
っ
て
納

税
す
る
し
か
な
い
」
と
商
売
の
見
通
し
に
不
安
を
感
じ

て
い
ま
し
た
。 

必
死
の
思
い
で
生
活
・
営
業
を
続
け
て
い
る
国
民
に

史
上
最
大
の
増
税
を
強
い
る
一
方
で
、
大
企
業
や
大
株

主
に
は
減
税
の
大
盤
振
る
舞
い
。
一
体
ど
ち
ら
を
向
い

て
政
治
を
や
っ
て
い
る
の
か
！
怒
り
が
こ
み
上
げ
て
き

ま
す
。 

前
回
の
３
％
か
ら
５
％
へ
の
増
税
時
、
国
に
入
っ
て

く
る
税
収
は
増
え
る
ど
こ
ろ
か
減
り
ま
し
た
。
増
税
を

機
に
、
多
く
の
中
小
業
者
の
経
営
が
悪
化
し
、
納
め
る

所
得
税
な
ど
が
大
幅
に
減
少
し
た
た
め
で
す
。
こ
う
し

た
過
去
の
教
訓
に
立
ち
返
る
の
な
ら
ば
、
今
行
う
べ
き

は
増
税
で
は
な
く
、
所
得
を
増
や
し
家
計
を
あ
た
た
め

る
こ
と
で
す
。
党
と
し
て
も
、
対
案
を
示
し
な
が
ら
、

10
％
へ
の
増
税
中
止
を
求
め
て
頑
張
り
ま
す
。 

年度 滞納者（人）

２００２年 1

２００３年 18

２００４年 36

２００５年 108

２００６年 250

２００７年 474

２００８年 1039

２００９年 2695

２０１０年 3526

２０１１年 4048

２０１２年 5766

年度
支払方法変更者数

(償還払い)
給付額減額者数

２００８年 111 56
２００９年 97 46
２０１０年 93 74
２０１１年 96 84
２０１２年 102 78

 安倍政権は、介護保険制度の見直

しのなかで、要支援１・２の訪問介

護や在宅介護サービスを介護保険か

ら切り離す、特老ホームへの入所を

「要介護３」以上に制限、所得によ

って介護保険料の利用料を２倍に引

き上げるなど、制度改悪を狙ってい

ます。 
 「保険料が高く払えない」「所得が

少ないために介護サービスを我慢し

ている」など、介護に関する悩みは

尽きません。今こそ、誰もが安心し

て老後を過すごすことができる介護

保険制度への改善が必要です。 

介護保険料滞納者推移 

保険料滞納によりサービスの給付制限者数 

償還払い…いったん１０割（全額）の利用料を支払い、その後９

割が償還。 給付額減額…利用料の３割負担（通常は１割負担） 

 熊本市においても、左表のように介護保険料の滞

納者は年々増加しています。保険料の滞納が続け

ば、下表のように介護サービスを受ける際に、全額

負担を強いられるなど、給付制限がかけらます。年

金が年々減少しているなかで、保険料・利用料の軽

減にむけ市独自の取り組みが求められます。 

要介護３以上 

…１１３４人    

要介護１・２で認知症の 

度合いがⅡ以上 

…５３９人 

年度 特養ホーム待機者

２００８年 2849
２００９年 2898
２０１０年 3398
２０１２年 3352
２０１４年 3599

特養ホームへの入居を希望し

ながら、２年、３年と入居でき

ない待機者は年々増加していま

す。上表は、熊本市における待

機者の推移です。熊本市が早急

な対応が必要と考えている「要

介護３以上」「要支援１・２で認

知症の度合いがⅡ以上」の待機

者は、２０１４年３月の段階で、

１６７３人です。 
希望する全ての方が入所でき

るよう、特養ホームなどの施設

を抜本的に増やす必要がありま

す。 

認知症の度合いⅡ…知能低下のため、日常生活が１人ではちょっとおぼつかない・助

言や介助が必要。・意思疎通は可能だが、不十分、時間がかかる 



一人ひとりが輝く「地域再生」～元気がでた岡田知弘氏講演会 

 

 

 

 

京都大学経済学研究科教授・自治体問題研究所理事長 

〝熊本市が進めるＭＩＣＥ建設などの大型ハコ物建設では、地域経済の活性化に

はつながらないのではないか″〝熊本市が策定した「中小企業振興基本条例」を生

かした地元中小企業を大切にする経済のあり方を学ぼう！″～くまもと地域自治体研

究所や市民連構成団体で実行委員会をつくり、地域経済研究の第一人者である岡

田知弘京都大学教授を迎え、経済講演会を３月２２日、開催しました。 

経済は民が豊かになること。「人間生活の領域」である地域からものをみることの

重要性や「観光とは、光を観ること」～そこに住む人々の暮らしの豊かさが人々をひき

つける。年間 380 万人の観光客を集める由布院を例に、ハコ物で人を呼び込むので

なく、地域の宝もの、個性を発見し、育てることの大切さが語られました。大型公共事

業は経済波及効果が少なく、熊本市のＭＩＣＥ施設建設の問題点が解明されました。 

 

地域経済の持続的発展のカギを握る中小企業 
～中小企業振興基本条例を生かした政策展開を！～ 

  

 

「地域内再投資力」と「地域内経済循環」が重要 
「立派な道路や建物ができたとしても、また、雇用効果の少ないハイテク工場が立地

しても、そこで住み続けることができなければ、地域の「活性化」とは言えない。地域発

展の決定的要素は、『地域内再投資力』の量的・質的形成。地域内にある経済主体が、

毎年、地域に再投資を繰り返すことで、そこに仕事と所得が生まれ、生活が維持、拡大

される」と中小企業や業者、農業などによる地域内再投資力と地域内経済循環の重要

性が強調されました。 

地域経済波及効果が少ない大型公共事業 

地方財政悪化・市民サービス低下の道 

 

 

 

 

  

 

 

 

ＭＩＣＥ施設計画は、効果分析が甘く 

財源が厳しい中で、市民生活に影響が及ぶ 
会場からは「ＭＩＣＥ施設建設の問題点」についての質問が出されました。岡田先生

からは、「国は、福岡市など 7市をグローバルマイス都市にした。熊本市の場合、効果の

分析が甘く、財源が厳しい中で、借金が増え、市民生活に影響が及ぶのではないか。 

ＨＩＳは、ハウステンボスの再建では、佐世保市から年間 9億円の補助金を出してもら

っており、不良債権ビジネスともいえる」との話がありました。 

地域経済における経済活動、雇用の圧倒的部分を担うのが中小企業・小規模事業

所、業者、農家、協同組合、ＮＰＯ、地方自治体です。中小企業は、地域における社会

活動、コミュニチィや文化の担い手であり、阪神淡路大震災・東日本大震災の教訓とし

て、「平時から地域中小企業を育成することが防災力を高めることにつながる」ことが

証明されました。全国 137 自治体で制定されている地域づくりの憲法ともいうべき「中

小企業振興基本条例」を生かした政策展開が求められています。講演では、前文で中

小企業者の役割を規定し、市の責務や中小企業者等の努力、大企業者の役割などを

規定している熊本市中小企業振興基本条例が紹介されました。 

14 年 4 月 6 日号 日本共産党熊本市議会だより 

高度経済成長期以来、「大型公共事業

＋企業誘致政策」流布されました。 

しかし、グローバル化と人口減少・高齢

化、財政硬直化の中で、破たんしました。

なぜ失敗してきたのか、その原因は、①大

型公共事業は、地域経済への波及効果が

少ない上、地方財政を悪化させる。②企

業誘致に成功しても、利益は本社に移転、

地域内に循環せず、また、撤退・縮小の危

険が伴うことです。熊本市の課税所得は

年々減少しています。 

熊本市の 1人当たり課税所得推移 

 

熊本市の小売関連指標（Ｈ3＝100 都市指数化した。小売年間商品販売額は金額） 

 


